
資料２

第１回専門工事業者等評価制度ＷＴ資料

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



１．建設産業の現状及び課題について建設産業 現状及 課題

２．担い手確保・育成検討会におけるこれ２．担い手確保 育成検討会における れ
までの議論

３．専門工事業者等評価制度に係る論点

４．専門工事業者等評価制度ＷＴの今後
の進め方（案）の進め方（案）
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受注競争の激化

建 資 ピ 時 約 割減 者 約 割減 ど ど○ 建設投資はピーク時と比べて約５割減となる一方、許可業者は約１割減にとどまるなど、
建設産業は過剰供給構造となっており、受注競争が激化。

○ 工事現場を支える技能労働者・技術者の入職者が激減。
○ 少なくとも今後１０年程度以内に 技能労働者の不足が恒常化するとの懸念（推計）○ 少なくとも今後１０年程度以内に、技能労働者の不足が恒常化するとの懸念（推計）。

○ 若手入職者の減少が高卒約６割減、大卒・院卒等約４割減と著しく、特に技能者や技能
労働者の人材となる理工系の減少幅が大きくなっている。

H4年度 H23年度 増減率

建設投資
８４兆円

４２兆円 ▲５０％建設投資
（ピーク時）

４２兆円 ▲５０％

許可業者 約５３万業者 約４８万業者 ▲９％

特定建設業者特定建設業者
（大規模工事の元請）

３８３１５業者 ４３７５３業者 ＋１４％

就業者 ６１９万人 ４９７万人 ▲２０％

就業者（営業職） ２７万人 ３１万人 ＋１５％

就業者（技能労働者） ４０８万人 ３１６万人 ▲２３％

入職者（新規高卒） ３ ４万人 １ ４万人 ▲６０％

出所：国土交通省調べ、総務省「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」

入職者（新規高卒） ３.４万人 １.４万人 ▲６０％

入職者（新規大卒・院卒等） ２.９万人 １.８万人 ▲３７％ 2



低価格入札の発生率

○ 地方公共団体の発注 事で 低入札価格調査基準価格や最低制限価格を下回る額で応

都道府県における低価格入札の発生割合（H17～H22）

○ 地方公共団体の発注工事で、低入札価格調査基準価格や最低制限価格を下回る額で応
札される案件の割合が年々増加。

都道府県における低価格入札の発生割合（H17～H22）
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特別重点調査の
試行

（国土交通省調べ）

（備考）低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を設定した案件に対し、当該価格よりも応札額が下回った案件の発生割合

※港湾空港関係を除く
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売上高総利益率、販管費率、営業利益率の関係

○ 建設産業全体としては 売上高総利益率は概ね１６ １８%程度の範囲で推移している○ 建設産業全体としては、売上高総利益率は概ね１６～１８%程度の範囲で推移している。

○ 競争の激化により間接経費である販管費（販売費、一般管理費）の比率は低下せず、売
上高営業利益率は下落、低迷。

4 0

4.5 19.0 

建設業の売上高総利益率、販管費率、営業利益率(%) (%)その他原価 兼業部門の原価

営業利益率は低下

完
労務費

材料費 （２０～３０％）
素材、半製品、材料等

（５～１５％）

直接雇用の作業員の賃
金 給与等

17.0 

17.5  17.5 

17.0 17.0 

16 5
16.9 

17.1 17.1 17.0 17.2 

16 516 6

17.5 

16.9 
16.6

17.3 

16 5

18.1 

17.0 

3.9 
4.0 

3.8 

3.2 
3.5 

4.0 

17.0 

18.0 
売
上
高
総

売
上
高完

成
工
事
原 外注費

金、給与等

（４０～６０％）
下請契約支払額

16.4  16.5  16.5 16.6  16.6  16.5 

14 8
15.2 

15.5 15.7 15.5 
15.8 

15.3 15.2 

15.8 

15.4 

14.9

15.7 
15.5 

2.6 

2.2 
2.1 

2 0

2.5 

3.0 

16.0 

総
利
益
率
・
販

高
営
業
利
益
率

請 務費 含

売
上
高

経費

原
価

（１０～２０％）
その他工事に係る経費

13.7 

14.3 14.4 

14.8 

14.4 

14.9 
1.7 

1.5 
1.4 

1.6 
1.4 

1.3 
1.4 

1.7 
1.5 

1.7 
1.6 

1.0  1.1 

1.0 

1.5 

2.0 

14.0 

15.0 
販
管
費
率

（下請企業の労務費を含む）
高

販管費

経費

営業利益

工事に従事した従業員の給与等

売
上
総
利

（１０～２０％）

役員、間接部門の給与、福利
厚生費、事務費、広報宣伝費、
賃料、償却費、租税公課等

12.5 

13.0 

0.0 

0.5 

12.0 

13.0 

H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

売上高総利益率

売上高販管費率

売上高営業利益率

(年度)

販管費率は上昇

営業利益利
益

H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (年度)

出所：財務省「法人企業統計」
※（ ）内は売上高に占める

各項目の標準的な割合 ※資本金10億円以上の企業では、総利益率は13%程度から11%程度に
低下、販管費率は8%前後で安定的に推移
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建設企業の小規模化

○ 中規模（従業者１０人）以上の建設企業の数が大幅に減少し、小規模の建設企業の割合○ 中規模（従業者１０人）以上の建設企業の数が大幅に減少し、小規模の建設企業の割合
が増加しており、その傾向は特に地方圏で顕著。

○ 建設企業の小規模化、軽量化が進行しており、特に地方圏において十分な労働者や機械
を確保している施工力、災害対応力のある企業が不足してきている可能性。

地方圏の事業所数の減少率（H11→H21） 大都市圏の事業所数の減少率（H11→H21）

許可業者の減少率（地方圏）
秋田▲19.1％ 富山▲13.9％ 鳥取▲16.4％ 高知▲15.3％ 佐賀▲18.3％

、 あ 足

許可業者の減少率（都市圏）
東京 ▲15.6％ 大阪 ▲23.5％ 愛知 ▲7.6％ 神奈川▲12.2％ 埼玉 ▲13.1％

0 0%
1～4人の事業所 5～9人 10～19人 20～29人 30人～

地方圏の事業所数の減少率（ → ）
【H11事業所・企業統計調査、H21経済センサス（総務省）より】

20 0%
1～4人の事業所 5～9人 10～19人 20～29人 30人～

大都市圏の事業所数の減少率（H11→H21）
【H11事業所・企業統計調査、H21経済センサス（総務省）より】
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社会保険等の加入状況等

○ 社会保険等の法定福利費など 将来的な建設産業の継続に不可欠な経費までも対象と○ 社会保険等の法定福利費など、将来的な建設産業の継続に不可欠な経費までも対象と
した行き過ぎた競争が発生。

○ 保険未加入企業の存在により、適正に法定福利費を負担し、人材育成を行っている企業
ほどコスト高となり、競争上不利になるという矛盾した状況の発生。

○社会保険等の加入状況（公共事業の現場労働者）
＜雇用保険、健康保険、厚生年金保険＞

・土木71% ・建築64％

ほどコスト高となり、競争上不利になるという矛盾した状況の発生。

・土木71% ・建築64％

出所：国土交通省「公共事業労務費調査」（Ｈ22）

○就労形態等の変化
＜常雇の割合＞ （ ） （ ）＜常雇の割合＞81%（H9）→64 %（H20）
＜月給制の割合＞58%（H9）→29 % （H20）

出所：国土交通省「建設技能労働者の就労状況等に関する調査」（Ｈ20）
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建設業就業者の年齢構成の推移

○ 建設業就業者は ３人に１人（３３%）が５５歳以上 ８人に１人（１２%）が２９歳以下であり

（％）

○ 建設業就業者は、３人に１人（３３%）が５５歳以上、８人に１人（１２%）が２９歳以下であり、
高齢化が進行しており、次世代への技術継承が大きな課題。
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公共工事設計労務単価の推移

○ 公共工事設計労務単価も全体として低下傾向にある

（円）

○ 公共工事設計労務単価も全体として低下傾向にある。

○ 競争の激化により、技能労働者等の賃金を含む工事原価へのしわ寄せ（圧縮）が進行し、
技能労働者等の就労環境が悪化。
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技能労働者の確保

○ 被災 県及び全国とも 震災後 技能労働者 確保が困難な状況が られる

（%）容易 被
災全

○ 被災３県及び全国ともに、震災後に技能労働者の確保が困難な状況がみられる。

2040
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変化方向別回答数（「変化無し」は含まない）の構成比から全体の

‐33

‐40‐80困難
出所：北海道建設業信用保証（株）、東日本建設業保証（株）、西日本建設業保証（株）：「建設業景況調査」より国土交通省作成

注１ 被災３県のデータは国土交通省において推計
注２ 「どちらでもない」と回答した割合は図示していないため合計は100%にならない。
注３ 2012年4月～6月は見通し
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4～6月期変化方向別回答数（「変化無し」は含まない）の構成比から全体の
趨勢を判断するもの。MAX：50 min：▲50
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まとめ

方策２０１１

建設産業は建設投資の減少を背景に厳しい状況に直面しており、建設投資の減少に比べ企業
数が減少していないことや、販管費負担が重く他産業と比べ営業利益率が低迷してきていること

方策２０１１

数が減少していないことや、販管費負担が重く他産業と比べ営業利益率が低迷してきていること
等から、建設産業の活力が大きく低下しているとともに、企業数が過剰となっていると考えられる。

また、企業数が過剰となっている一方で、売上高や利益の減少に伴う企業体力の低下、企業の
小規模化、軽量化等が進行しており、この傾向は特に地方圏を中心としてみられる（中略）。小規模化、軽量化等が進行しており、 の傾向は特に地方圏を中心としてみられる（中略）。

さらに、建設投資の減少に伴う工事原価の圧縮等により技能労働者の雇用環境の悪化が進ん
でおり、これが若年入職者の減少と就業者の高齢化の一因となっていると考えられ、将来的な技
能労働者の不足や、建設生産を支える技能・技術が承継できないといった懸念が増している。

方策２０１２

建設投資の減少に伴い、一企業が抱える技術者や技能労働者の数の減少が相当程度進んで
おり、専門工事業の業種によっては技能労働者の不足が強く懸念される状況となっているほか、
若年入職者の減少と高齢化が著しく進行しており 優秀な技術者や技能労働者の確保・育成が喫若年入職者の減少と高齢化が著しく進行しており、優秀な技術者や技能労働者の確保 育成が喫
緊の課題となっている。（中略）

建設産業の基礎体力が低下している背景としては、受注競争の激化と間接経費の増加により、
下請契約の当事者間における交渉力の格差等も相まって、技能労働者等の賃金を含む工事原価下請契約の当事者間における交渉力の格差等も相まって、技能労働者等の賃金を含む工事原価
へのしわ寄せ（圧縮）が進んでおり、技能労働者等の就労環境が悪化していることが挙げられる。
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建設産業の再生と発展のための方向性（方策2011＋方策2012）

国土づくり・地域づくりの担い手として建設産業が目指すべき姿

将来的にも地域を支え得る
足腰の強い建設産業の構築

建設産業に求められる
多様なニーズ・役割への対応

国土づくり・地域づくりの担い手として建設産業が目指すべき姿

足腰の強 建設産業の構築 多様なニ ズ 役割 の対応

将来の建設産業を見据えて優先的に取り組むべき課題

現場の施工力の再生現場の施工力の再生 公正な契約 多様な事業領域多様な事業領域現場の施工力の再生
（技術者や技能労働者の

確保・育成） （重層下請構造の是正）

公正な契約・

取引関係の構築
（重層下請構造の是正） （技術力・事業企画力の発揮）

多様な事業領域・

契約形態への展開
（技術力・事業企画力の発揮）

過剰供給構造の是正

当面講ずべき対策

東日本大震災への
対応を次に活かす

公共工事の
入札契約制度の改革等

総合的な担い手の
確保・育成支援入札契約制度 改革等

海外展開支援策の強化
時代のニーズに対応した
施工技術と品質確保

対策のうち、より詳細に実態を把握した上で検討を深める必要がある分野については、実務的・
専門的な検討の場を設けて議論を開始。
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１．建設産業の現状及び課題について建設産業 現状及 課題

２．担い手確保・育成検討会におけるこれ２．担い手確保 育成検討会における れ
までの議論

３．専門工事業者等評価制度に係る論点

４．専門工事業者等評価制度ＷＴの今後
の進め方（案）の進め方（案）
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担い手確保・育成検討会について
設立の趣旨

我が国の建設産業は、建設投資の減少等により競争が激化し、地域社会を支えてきた建設企業が疲弊するとともに、就労環境
の悪化等により若年入職者が減少するなど、かつてない厳しい状況に直面している。

こうした状況を踏まえ、さらに、東日本大震災で生じた課題をも踏まえ、建設産業戦略会議において、平成２３年６月に「建設産業
の再生と発展のための方策２０１１」が、平成２４年７月に「建設産業の再生と発展のための方策２０１２」がそれぞれ提言としてとり
まとめられたところである。

今般、これらの提言を踏まえ、その具体的方策を検討する場として、特に、建設産業の担い手の確保及び育成のあり方に関する
次に掲げる事項及びこれらに関連する事項を検討することを目的として、「担い手確保・育成検討会」を設置するものである。

（１） 専門工事業者等評価
（２） 技能労働者技能の「見える化」
（３） 登録基幹技能者の更なる普及
（４） 技能労働者に対する教育訓練
（５） 戦略的広報

※第１回：９月２４日、第２回：１１月２６日

委員

○ 浅井 義明 埼玉県県土整備部建設管理課長 ○ 田村 寿夫 日本建設業連合会契約制度研究委員会
○ 池田 秀基 日本電設工業協会人材委員会副委員長 契約部会部会長
○ 石沢 正弘 日本建設躯体工事業団体連合会副会長 ○ 西村 貞生 日本空調衛生工事業協会人材委員会主査
○ 伊藤 孝 全国建設業協会副会長 ○ 古阪 秀三 京都大学大学院工学研究科准教授○ 伊藤 孝 全国建設業協会副会長 ○ 古阪 秀三 京都大学大学院工学研究科准教授
○ 大澤 繁雄 全国室内工事業協会理事 ○ 村岡 良実 全国基礎工事協同組合連合会理事
◎ 大森 文彦 弁護士・東洋大学法学部教授（座長） ○ 森 務 全国管工事業協同組合連合会理事
○ 小野 徹 全国中小建設業協会副会長 ○ 山下 雅己 日本建設業連合会労働委員会
○ 蟹澤 宏剛 芝浦工業大学工学部教授 人材確保・育成部会会長

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

○ 蟹澤 宏剛 芝浦工業大学工学部教授 人材確保 育成部会会長
○ 才賀 清二郎 建設産業専門団体連合会会長
○ 関西 浩二 京都府建設交通部指導検査課参事 (五十音順、敬称略）
○ 館岡 正一 全国鉄筋工事業協会副会長



担い手確保・育成検討会の今後の進め方

第１回検討会（９月２４日）

・現状・課題の把握

・問題意識の共有

第１回検討会（９月２４日）

①専門工事業等評価制度

第２回検討会（１１月２６日）

戦略的広報についてＷＴを設置（１１月１２日）

①専門工事業等評価制度

②技能労働者に対する教育訓練

③技能労働者の技能の「見える化」

④登録基幹技能者の更なる普及④登録基幹技能者の更なる普及

⑤戦略的広報

技能労働者の技能の「見える化」についてＷＴを設置
（ 月 ）

第３回以降

（１２月５日）

専門工事業者等評価制度についてＷＴを設置

・①、③、⑤については、ＷＴにおける検討を踏まえご議論

・②、④については、検討会においてご議論

・それぞれの検討事項の具体化の基本的な方向性や今後の進め方についてとりまとめ

平成２４年度末
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専門工事業者等評価制度について

○ 建設投資の減少により、社会保険等の法定福利費や技能労働者の育成に係る費用など、将来的な建設産業の継続に不
可欠な経費までをも対象とした行き過ぎた価格競争やダンピング受注

現状

可欠な経費までをも対象とした行き過ぎた価格競争やダンピング受注

○ 下請契約の当事者間における交渉力の格差等による下請契約の片務性等が相まって、専門工事業者や技能労働者への
しわ寄せ

○ 技能労働者の非社員化・非常勤化等による賃金の低下など就労環境の悪化及びこれによる若年入職者の減少・就業者
の高齢化

○ 建設産業において、将来的には技術者や技能労働者の量・質の不足が恒常化し、これにより、建設産業の基礎体力（施工

問題意識

○ 建設産業において、将来的には技術者や技能労働者の量 質の不足が恒常化し、これにより、建設産業の基礎体力（施工
力）が低下し、将来にわたって工事の適正施工と品質を確保することが困難になるのではないか。

○ このため、実際に工事を行う専門工事業者において、技術者・技能労働者の雇用が確保されるとともに、これらの就労環境
が改善されることが必要ではないか。

15



専門工事業者等評価制度について

大目的

・将来的にも地域を支え得る足腰の強い建設産業を構築すること

・将来にわたって工事の品質を確保すること

そのためには様々な対策が総合的に講じられる必要があるが、建設工事の現場を支える
「担い手」に着目すると「担い手」に着目すると、

中目的

・実際に現場で工事を施工し、工事の品質を左右する「担い手」＝職人（技能労働者等）が確保・育成される環境を整えること

・そのためには、一定数の技能労働者等を継続的に雇用・育成し（人を大切にする）、その結果として将来にわたって施工力を
確保し得る（施工力のある）専門工事業者等が、短期的な価格競争で排除されることなく建設市場において生き残り、能力を
発揮できること

れら 目的を達成するためには

達成手段

・技能労働者等を継続的に雇用・育成し 施工力のある専門工事業者等が 建設市場において生き残り その能力を発揮する

これらの目的を達成するためには、

技能労働者等を継続的に雇用 育成し、施工力のある専門工事業者等が、建設市場において生き残り、その能力を発揮する
ためには、人を大切にする施工力のある専門工事業者等に仕事が行くことが必要ではないか。

・専門工事業者等と契約を締結するのは多くの場合は元請企業であり、元請企業がコスト面のみにとらわれず、人を大切にす
る施工力のある専門工事業者等との契約を後押しする仕組みが必要ではないか。

・そのためには、まずは公共工事の発注者が元請企業の選定にあたり、人を大切にする施工力のある専門工事業者等を活用そのためには、まずは公共工事の発注者が元請企業の選定にあたり、人を大切にする施工力のある専門工事業者等を活用
する元請企業を評価するような仕組みが必要ではないか。
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専門工事業者等評価制度の骨格となる主要検討項目について

基本的な考え方 主要検討項目（案）基本的な考え方 主要検討項目（案）

○ 評価の項目としては、人を大切にする
施工力のある専門工事業者等の取組と

○ 評価の方法や主体
施 力 あ 専門 事業者等 取組
して考えられる共通の項目を対象とする
ことが考えられる

○ 評価対象項目
その際

○ 制度の持続可能性や利用促進等の観
点から 簡素な仕組みとすることが必要

【専門工事業者等の取組の共通項目】
その際、

点から、簡素な仕組みとすることが必要
○ 評価の活用方策

【公共工事の発注での活用】

○ 公共工事の発注者が元請企業の選定
に当たってその下請契約の相手方まで
含めた適格性を評価する際に用いること
を想定

○ その他検討すべき主要検討項目としてどのよう
な項目が考えられるか

を想定

※「建設産業の再生と発展のための方策２０１２」より抜粋

本年度の検討事項

ワーキングチームを設置して主要検討項目についてワーキングチームメンバーの意見を伺い、主要検討項目ごとの方向性に
ついて素案をとりまとめ、検討会における検討材料として提供し、主要検討項目ごとの方向性を取りまとめる

本年度の検討事項
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「評価の方法や主体」の検討に際しての視点

を大切 する施 力 ある専門 事業者等を評価する方法と 制度 持続 能性 利 促進等 観点から 簡素な仕組・人を大切にする施工力のある専門工事業者等を評価する方法として、制度の持続可能性や利用促進等の観点から、簡素な仕組
みとすることが必要であることも踏まえ、公共工事の発注に際し、誰がどのように評価する仕組みが考えられるか。

・現場で動く制度とすることが必要であることを踏まえると、経営事項審査のように第三者機関が評価し、手数料を払う仕組み
は、対象が元請企業よりも数が多く規模も多様な専門工事業者等であることから実現可能性に鑑みると容易ではないのではな
いか。このため、まずは、各専門工事業者等ごとに評価項目の内容をとりまとめることが現実的ではないか。

・元請企業と人を大切にする施工力のある専門工事業者等との契約を後押しする仕組みとすることを踏まえると、元請企業が、
これまで契約経験のない専門工事業者等を含め、その取組を容易に把握できる方法で確認できることが必要ではないか。

モデル的試行を行いながら 制度の枠組や手続きを検証し 制度の適用拡大を図 ていくべきではないか・モデル的試行を行いながら、制度の枠組や手続きを検証しつつ、制度の適用拡大を図っていくべきではないか。

（専門工事業者等） （元請企業）

② 請企業は れ

イメージ

企業ａ

企業ｂ

企業ｃ

企業Ａ

企業Ｂ

②元請企業は、これ
まで契約経験のない
企業を含め、人を大
切にする施工力のあ
る専門工事業者等の
取組を容易に把握で

③入札公告①各企業ご
とに評価項

企業ｅ

企業ｆ

企業ｄ

企業Ｂ

企業Ｃ

企業Ｄ

取組を容易に把握で
きる方法で随時確認

発注者

⑤専門工事業者
等の取組の真実④専門工事業者

とに評価項
目の内容を
とりまとめ

企業ｆ

企業ｇ

・・
・

・・
・ 等の取組の真実

性や正確性が容
易に確認できる
書類を提出

④専門工事業者
等の取組の真実
性や正確性が容
易に確認できる
書類を提出
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「評価対象項目」の検討に際しての視点

・専門工事業者の業種は幅が広いものの、実際に現場で工事を施工し、工事の品質を左右する「担い手」＝職人（技能労働者等）が確保・育成され、
将来にわたって工事の品質が確保される環境を整えることは 建設産業における共通の課題

・専門工事業者等評価制度は、実際に現場で工事を施工し、工事の品質を左右する「担い手」＝職人（技能労働者等）を確保・育成し、将来にわたっ
て工事の品質を確保するための制度

・まずは、人を大切にする施工力のある専門工事業者等の取組として考えられる共通の項目を対象としてはどうか。

将来にわたって工事の品質が確保される環境を整えることは、建設産業における共通の課題

現場で動く制度とするためには簡素な仕組みとすることが必要であることを踏まえ、

て工事の品質を確保するための制度

・抽象的には「技能労働者等を継続的に雇用・育成し、将来にわたって施工力を確保し得る専門工事業者等を評価する制度」と定義されるものの、具
体的にはどのような専門工事業者等の取組を評価するか。

現場で動く制度とするためには簡素な仕組みとすることが必要であることを踏まえ、

・専門工事業者等の経営状況を含めた全ての状況（例：経営事項審査の全ての項目）を対象とするのではなく、技能労働者等の確保・育成や将来に
わたる工事の品質確保に資する項目に着目して評価項目を設定すべきではないか。既存の企業評価制度に設けられているこれらに資する評価項
目も参考としてはどうか。

・元下間の契約関係において自由な取引・競争に委ねられるべき事項は評価の対象とはしないこととすべきではないか。その際、市場原理に委ねて
いては将来的な建設産業の発展が図りがたい部分の是正との視点に照らし、公共工事の発注の際に用いる仕組みとして、「人を大切にする」部分
の評価に加えて、「施工力」部分の評価は、どのように整理すべきか。

・雇用状況として評価される技能労働者等としては、まずは工事の品質に大きな影響を持つ主任技術者と登録基幹技能者を対象としてはどうか。ま
た、若年層の継続的な雇用・育成の状況や社会保険の加入状況なども評価の対象としてはどうか。

自由な取引・競争に
委ねられるべき事項

企
業
の

評価項目のイメージ ※「建設産業の再生と発展のための方策２０１２」
で例示された項目
①登録基幹技能者の雇用状況
②登録基幹技能者のこれまでの施工実績
③若年層の継続的な雇用や育成の状況

将来的にも地域を支え得る

足腰の強い建設産業を構築

するために必要となる法

の
取
組
み

専門工事業者等の
評価の対象と・保険加入等の法令遵

・技能労働者の雇用状況
や施工実績

・若年者の継続的な雇用
や育成の状況 等

（参考）『技能労働者の技能の「見える化」ＷＧ』に
おいて検討予定の見える化の対象とすべき情
報の項目（案）

③若年層の継続的な雇用や育成の状況
④社会保険の加入等状況

するために必要となる

共通の事項

法
令
遵
守

評価の対象と
すべき事項

・保険加入等の法令遵
守の徹底

※「建設産業の再生と発展のための方策２０１２」より抜粋

報の項目（案）
①技能労働者の資格
②技能労働者の工事履歴
③技能労働者の受講研修
④技能労働者の保険加入状況 等
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○【参考】「評価対象項目」の検討に際しての視点

【参考】 経営事項審査の審査項目（技術力、その他審査項目）

項目区分 審 査 項 目 内 訳

技術力
Ｚ

元請完成工事高（許可業種別）

技術職員数（許可業種別）

労働福祉の状況 ・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入の有無(減点評価）

・建退共制度加入の有無、・退職一時金制度導入の有無、・法
定外労働災害補償制度加入の有無（加点評価）

営業継続の状況 ・営業年数、・民事再生法又は会社更生法の適用の有無

防災活動への貢献の状況 ・防災協定の締結の有無

その他審査項目
（社会性等）

Ｗ

防災活動 の貢献の状況 防災協定の締結の有無

法令遵守の状況 ・指示処分、営業停止処分の有無

建設業の経理の状況 ・監査の受審状況、・公認会計士等数

研究開発の状況 ・平均研究開発費の額

建設機械の保有状況 ・ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベルの所
有・リース台数

国際標準化機構が定めた規格の取得の状況 ・ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録
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（Ｓ１）技術者数

（Ｓ２）技術資格保有者数【参考】 「専門工事業者企業力指標（ステップアップ指標）」の体系

○【参考】「評価対象項目」の検討に際しての視点

（Ｓ２）技術資格保有者数

（Ｓ３）最大請負金額

（Ｓ４）死亡者数と負傷者数

（Ｓ５）職長数（労安法第６０条に基づく「職長教育」を

（
項
目
間
の

施工力評価
モデル

【参考】 「専門工事業者企業力指標（ステップアップ指標）」の体系

終了した者の合計数）

（Ｓ６）技能検定資格保有者数

（Ｓ７）技能資格保有者数

（Ｓ８）直用技能者の人数

の
ウ
ェ
イ
ト
付
け
）

モデル

（Ｋ１）営業年数

（Ｋ２）常勤役員及び事務系従業員の合計人数

（Ｋ３）若年層の定着率（過去３年以内に採用した２９
歳以下の社の人数に対するそのうちの退職してい

（
項
目
間

（
視
点 ない者の人数の割合）

（Ｋ４）建設業経理事務士等資格保有者数

（Ｋ５）法定外労災の加入の有無

（Ｋ６）企業年金制度の適用率

間
の
ウ
ェ
イ
ト
付
け

経営力評価
モデル

点
間
の
ウ
ェ
イ
ト
付

総合力評価
モデル

合計で２５
の評価項目

（Ｋ７）退職一時金制度の適用率

（Ｋ８）月給制の適用率

（Ｘ１）完成工事高経常利益率

（Ｘ２）総資本経常利益率

け
）

（
項
目
間

財務力評価

付
け
）

（Ｘ２）総資本経常利益率

（Ｘ３）損益分岐点比率

（Ｘ４）流動比率

（Ｘ５）当座比率

（Ｘ６）運転資本保有月数

間
の
ウ
ェ
イ
ト
付
け

財務力評価
モデル

建設業においては、平成７年の建設産業政策大綱を受け、専門工事業者の経営改善、営業活

動 経営計画等の指標を示す「専門工事業者企業力指標」（ステップアップ指標）が作成された （Ｘ６）運転資本保有月数

（Ｘ７）固定比率

（Ｘ８）自己資本比率

（Ｘ９）固定負債比率

）
動、経営計画等の指標を示す「専門工事業者企業力指標」（ステップアップ指標）が作成された

が、項目が多岐にわたり、運営経費が相当程度かかることや元請企業による業者選定時に活用さ

れていないことから、専門工事業において同指標の利用はほとんど行われていないことが、ヒアリン

グの結果確認された。（出所：建設技能労働者の人材確保のあり方について(平成２３年７月））
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・公共工事の発注者が元請企業の選定にあたり 人を大切にする施工力のある専門工事業者等を活用する元請企業を評価する

○「評価の活用方策」の検討に際しての視点

・公共工事の発注者が元請企業の選定にあたり、人を大切にする施工力のある専門工事業者等を活用する元請企業を評価する
仕組みとして、公共工事の発注プロセスのどの段階で評価することが考えられるか。
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制度の目的

第１回、第２回検討会でのご指摘事項①

○ 制度の目的や活用方策、そしてそれが技能労働者の確保・育成にどうつながっているのか明確にすべき。

制度の目的

検討の視点

○ 工事の施工力は元請と下請の総合力で決まるが、現在の公共工事では元請だけ評価していることから、現場の第一線で活躍
している専門工事業者等の取組を評価して表に出すことが必要。

○ 制度の仕組み方によっては副作用もあるので、バランスの取れた制度設計が必要。

検討の視点

○ バランスが取れ、ダンピング対策にもなり、お金がしっかりと回る、実現可能性の高い仕組みとすべき。

○ 業者に負担の少ない制度とすべき。

○ 発注の際の元請評価を通じて専門工事業者等を評価していく仕組みと思うが、元請だけ評価して技能労働者が確保されるの
か、慎重な検討が必要。

○ 専門工事業者等の取組を評価するに際しては、まずは職人を評価し、その職人を継続的に雇用している専門工事業者等を評
価するという順番で整理すべき。

○ 共存 共栄 考え方を入れな と競争だけ は残るべき業者が生き残れな○ 共存・共栄の考え方を入れないと競争だけでは残るべき業者が生き残れない。

ど うな を 定す 専 事業者 業経営 方針 わ 業 ズ す を

経営事項審査との関係

○ どのような評価項目を設定するかは専門工事業者の企業経営の方針に関わる。業界のニーズにマッチする評価項目をセット
することが重要。例えば、経営事項審査を必要としていない会社もあり、経営事項審査にとらわれずに人にスポットを当てた指
標が必要。

○ 経営事項審査など既存制度の活用の可否を検討すべき。○ 経営事項審査など既存制度の活用の可否を検討す き。
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第１回、第２回検討会でのご指摘事項②

評価の対象とする専門工事業者等の範囲・評価対象項目

○ 専門工事業者は個人企業から上場企業まで幅が広いので、評価項目の設定に際して留意すべき。

○ 制度の対象となる「専門工事業者等」の定義を明確にすべき。技術者・技能者を抱えていないアウトサイダーを見分けるという
ことが大事な視点。

○ この制度で何をねらっているのかということを端的に示すべき。業界団体に要請しても実現が難しい事柄について、端的な指
標を３～４つに絞って設定するなどして、問題の解決に資する大きな要素をまとめればよい。

○ 社会保険加入や登録基幹技能者の雇用という最低条件は盛り込むべき。

○ 発注者から示される評価の判断基準がゼネコンが選びたい専門工事業者の判断基準とマッチするよう、ゼネコンの視点から
ゼネコンが使うインセンティブになる制度設計が必要。

24



１．建設産業の現状及び課題について建設産業 現状及 課題

２．担い手確保・育成検討会におけるこれ２．担い手確保 育成検討会における れ
までの議論

３．専門工事業者等評価制度に係る論点

４．専門工事業者等評価制度ＷＴの今後
の進め方（案）の進め方（案）
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専門工事業者等評価ＷＴでご議論いただきたい論点

論点Ⅰ 評価の対象となる『専門工事業者等』の範囲に いて論点Ⅰ：評価の対象となる『専門工事業者等』の範囲について

論点Ⅱ：専門工事業者等による確保・育成の取組が評価される『技能労
働者等』の範囲・評価の対象項目について働者等』の範囲 評価の対象項目について

建設産業戦略会議における議論

建設産業の再生と発展のための方策2012(平成24年7月10日)
Ⅱ．対策

１．将来的にも地域を支え得る足腰の強い建設産業の構築
対策１ 適正な競争環境の整備～公共工事の入札契約制度の改革等（１）～

足腰の強い建設産業を構築するためには、不良不適格業者を排除するとともに、人を大切にする施工力のある専門工事
業者が建設市場において生き残り 能力を発揮できる環境を整備することが必要である 具体的には 技能労働者の雇用・

対策１ 適正な競争環境の整備～公共工事の入札契約制度の改革等（１）～
（３）専門工事業者等の新たな評価の仕組みの導入

業者が建設市場において生き残り、能力を発揮できる環境を整備することが必要である。具体的には、技能労働者の雇用
育成の促進や工事の適正施工による品質確保、さらには重層下請構造の是正に資する専門工事業者等の新たな評価の仕
組み（発注者から直接受注する元請としてではなく工事を請け負う企業に対する評価を行う仕組み）を導入すべきであり、早
期に検討を開始すべきである。

評価 項目とし は 人を大切 する施 力 ある専門 事業者等 取組とし 考えられる共通 項目 例えば 建設評価の項目としては、人を大切にする施工力のある専門工事業者等の取組として考えられる共通の項目、例えば、建設工
事の施工を担う登録基幹技能者など技能労働者の雇用状況や施工実績、若年者の継続的な雇用や育成の状況、社会保
険加入等状況等を対象とすることが考えられる。その際、制度の持続可能性や利用促進等の観点から、既存の企業評価制
度の枠組みを活用することも視野に入れつつ、簡素な仕組みとすることが必要である。

この仕組みは、公共工事の発注者が元請企業の選定に当たってその下請契約の相手方まで含めた適格性を評価する際
に用いることが想定されるが、より広く建設市場で利用される仕組みとするため、民間工事においても元請企業が下請契約の
相手方の選定に活用できるようなものとすることが望ましい。 26



論点① 「工事の品質に大きな影響力を持つ技能労働者等」の確保

「登録基幹技能者 と「主任技術者

（１）登録基幹技能者：「工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能」を有する者

「登録基幹技能者」と「主任技術者」

登録者数は約３．８万人。

【登録基幹技能者の要件】

下記の全てを満たす者下記の全てを満たす者

・実務経験１０年以上

・職長経験３年以上

・最上級の技能資格を有し、所定の講習を受講

（２）主任技術者：「工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」

主任技術者の数は把握できないが、監理技術者資格者証保有者数は約６７万人

【主任技術者の要件】

１）下記の実務経験を有する者１）下記の実務経験を有する者

① 高等学校の指定学科卒業後 ５年以上 ② 高等専門学校の指定学科卒業後 ３年以上

③ 大学の指定学科卒業後 ３年以上 ④ ①～③以外の学歴 １０年以上

２）１級及び２級の国家資格者
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論点② 「若年労働者」の確保・育成

全就業者における各年齢層の構成比（平成２３年度）

建設業 全産業

階層 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

１５～１９歳 ０．８％ ０．６％ ０．８％ １．４％ １．３％ １．２％

建設業 全産業

建設業 全産業 H21 H22 H23 H21 H22 H23 15～19歳 0.8% 0.6% 0.8% 1.4% 1.3% 1.2% 20～24 4.1%
3.8% 3.8% 6.9% 6.7% 6.4% 25～29 7.6% 7.0% 7.0% 9.6% 9.5% 9.2% 30～34 11.1% 10.4% 9.7% 10.6%

10 2% 10 0% 35～39 13 3% 13 3% 13 7% 12 0% 12 1% 12 2% 40～44 11 1% 11 4% 12 2% 11 1%

２０～２４ ４．１％ ３．８％ ３．８％ ６．９％ ６．７％ ６．４％

２５～２９ ７．６％ ７．０％ ７．０％ ９．６％ ９．５％ ９．２％

３０～３４ １１．１％ １０．４％ ９．７％ １０．６％ １０．２％ １０．０％10.2% 10.0% 35～39 13.3% 13.3% 13.7% 12.0% 12.1% 12.2% 40～44 11.1% 11.4% 12.2% 11.1%
11.3% 11.9% 45～49 9.6% 10.0% 9.9% 10.3% 10.6% 10.6% 50～54 10.2% 10.2% 9.9% 9.9% 9.8% 9.8%
55～59 13.3% 12.3% 11.6% 10.7% 10.2% 9.8% 60～64 10.9% 12.1% 12.7% 8.6% 9.2% 9.7% 65歳以上
8 2% 8 7% 8 6% 9 0% 9 1% 9 1%※青塗りの欄は全産業比で低いもの、赤塗りの欄は全産業比で高

３５～３９ １３．３％ １３．３％ １３．７％ １２．０％ １２．１％ １２．２％

４０～４４ １１．１％ １１．４％ １２．２％ １１．１％ １１．３％ １１．９％

４５～４９ ９．６％ １０．０％ ９．９％ １０．３％ １０．６％ １０．６％8.2% 8.7% 8.6% 9.0% 9.1% 9.1%※青塗りの欄は全産業比で低いもの、赤塗りの欄は全産業比で高
いもの

４５ ４９ ９．６％ １０．０％ ９．９％ １０．３％ １０．６％ １０．６％

５０～５４ １０．２％ １０．２％ ９．９％ ９．９％ ９．８％ ９．８％

５５～５９ １３．３％ １２．３％ １１．６％ １０．７％ １０．２％ ９．８％

６０～６４ １０ ９％ １２ １％ １２ ７％ ８ ６％ ９ ２％ ９ ７％６０～６４ １０．９％ １２．１％ １２．７％ ８．６％ ９．２％ ９．７％

６５歳以上 ８．２％ ８．７％ ８．６％ ９．０％ ９．１％ ９．１％
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（参考１） 登録基幹技能者の年齢構成比

階層 人数 構成比
登録基幹技能者の年齢構成（平成25年1月現在）

8,000

階層 人数 構成比

８０歳以上 ２８ ０．１％

７５～７９ ９０ ０．２％

登録基幹技能者の年齢構成（平成 年 月現在）

7,000

７５ ７９ ９０ ０．２％

７０～７４ ３３８ ０．９％

６５～６９ ９８５ ２．６％

登録基幹技能者の年齢構成（平成25年1月10日現在） Bitmap 階層 人数 構成比 80以上 28 0.1% 755,000

6,000 ６０～６４ ３，０６０ ８．１％

５５～５９ ４，３５８ １１．５％

～79 90 0.2% 70～74 338 0.9% 65～69 985 2.6% 60～64 3,060 8.1% 55～59 4,358 11.5% 50～54
5,372 14.2% 45～49 6,268 16.6% 40～44 7,855 20.8% 35～39 6,767 17.9% 30～34 2,432 6.4% 25～29

230 0.6% 計 37,783 100.0%
4,000

５０～５４ ５，３７２ １４．２％

４５～４９ ６，２６８ １６．６％

2,000

3,000

人

４０～４４ ７，８５５ ２０．８％

３５～３９ ６，７６７ １７．９％

３０ ３４ ２ ４３２ ６ ４％

1,000

,
３０～３４ ２，４３２ ６．４％

２５～２９ ２３０ ０．６％

計 ３７，７８３ １００．０％

0

計 ３７，７８３ １００．０％
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（参考２） 登録基幹技能者講習の受講資格要件①

No. 登録基幹技能者講習の種類 受講要件 資格要件

1登録電気工事業基幹技能者 ①の資格 ①第 種電気工事業士1登録電気工事業基幹技能者 ①の資格 ①第一種電気工事業士

2登録橋梁基幹技能者 ①～③の全ての資格
①鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者
②足場の組立等作業主任者技能講習修了者
③玉掛技能講習修了者

3登録造園基幹技能者 ①の資格 ①1級造園技能士

登録 ンクリ ト ①1級 ンクリ ト圧送技能士
4
登録コンクリート
圧送基幹技能者

①～②のいずれかの資格
①1級コンクリート圧送技能士
②建設マスター

5登録防水基幹技能者 ①の資格 ①1級防水施工技能士

6登録トンネル基幹技能者 ①～④のいずれかの資格
①発破技士免許 ②火薬類取締保安責任者（甲または乙）
③建設マスター ④1級又は2級土木施工管理技士

① ①7登録建設塗装基幹技能者 ①の資格 ①1級塗装技能士

8登録左官基幹技能者 ①～④のいずれかの資格
①1級左官技能士 ②職業訓練指導員（左官職種）
③建設マスター ④1級又は2級建築施工管理技士（仕上げ）

①1級建設機械整備技能士
②職業訓練指導員（土木施工・建設機械運転及び整備）

9登録機械土工基幹技能者 ①～⑥のいずれかの資格
③コンクリート破砕器作業主任者工種外16種
④建設マスター
⑤1級又は2級建設機械施工技士
⑥1級又は2級施工管理技士（土木・建築・管工事業・造園）

10登録海上起重基幹技能者 ①または②のいずれかの資格
①建設マスター
②海上起重作業管理技士

録海 起 幹技能者 ① ② ず 資格
②海上起重作業管理技士

11登録PC基幹技能者 ①～③のいずれかの資格
①コンクリート架橋設等作業主任者講習
②1級又は2級土木施工管理技士
③1級又は2級建築施工管理技士

12登録鉄筋基幹技能者 ①の資格 ①1級鉄筋技能士

13登録圧接基幹技能者 ①の資格 ①手動ガス圧接技量資格3種又は4種

14登録型枠基幹技能者 ①～③のいずれかの資格
①1級型枠施工技能士
②1級又は2級土木施工管理技士
③1級又は2級建築施工管理技士

15登録配管基幹技能者 ①の資格 ①1級配管技能士

資格取得後，直ちに主任技術者になれる資格

登録基幹技能者となっても，保有する資格によって，主任技術者になれない者があるもの（実務経験１０年を除く）

登録基幹技能者となっても、主任技術者となれないもの（実務経験１０年を除く）

登録基幹技能者となることにより、直ちに主任技術者となれるもの（実務経験１０年を除く）
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（参考２） 登録基幹技能者講習の受講資格要件②

16登録鳶・土工基幹技能者 ①～③のいずれかの資格
①1級とび技能士
②1級又は2級土木施工管理技士
③ 級 級建築施 管 技③1級又は2級建築施工管理技士

17登録切断穿孔基幹技能者 ①の資格 ①コンクリート等切断穿孔技能審査（厚生労働省認定）

18
登録内装仕上工事業
基幹技能者

①または②のいずれかの資格
①1級内装仕上げ施工技能士
②1級又は2級建築施工管理技士

19
登録サッシ・
カ テンウォ ル基幹技能者

①～③のいずれかの資格
①1級サッシ施工技能士
②1級カーテンウォール技能士

カーテンウォール基幹技能者
① ③ ずれ 資格 ② 級 テンウォ ル技能

③建設マスター

20登録エクステリア基幹技能者 ①～④のいずれかの資格

①1級ブロック建築技能士
②1級又は2級土木施工管理技士
③1級又は2級建築施工管理技士
④1級又は2級造園施工管理技士

登録建築板金基幹技能者 ① ⑤ 全 資格
①1級建築板金技能士 ②職長特別教育講習

21登録建築板金基幹技能者 ①～⑤の全ての資格
①1級建築板金技能士 ②職長特別教育講習
③アーク溶接作業主任者特別講習 ④玉掛技能講習 ⑤高所作業車運転技能講習

22登録外壁仕上基幹技能者 ①～②のいずれかの資格
①建設マスター
②外壁仕上一級技能者

23登録ダクト基幹技能者 ①～②のいずれかの資格
①1級建築板金技能士（ダクト板金）
②1級又は2級管工事業施工管理技士

24登録保温保冷基幹技能者 ①の資格 ①1級熱絶縁技能士（保温保冷工事業）24登録保温保冷基幹技能者 ①の資格 ①1級熱絶縁技能士（保温保冷工事業）

25登録グラウト基幹技能者 ①～④のいずれかの資格
①ジェットグラウト技士 ②1級土木施工管理技士
③2級土木施工管理技士（薬液注入） ④2級土木施工管理技士（土木）

26登録冷凍空調基幹技能者 ①の資格 ①1級冷凍空気調和機器施工技能士（冷凍空気調和機器施工作業）

27登録運動施設基幹技能者 ①の資格 運動施設施工技士

28登録基礎工基幹技能者 ①～④のいずれかの資格

①1級または2級土木施工管理技士
②1級または2級建築施工管理技士
③1級または2級機械施工技士
④基礎施工士

29登録タイル張り基幹技能者 ①の資格 ①１級タイル張り技能士

①次のア ウのいずれかの条件 資格 表彰実績を有すること

30登録標識・路面標示基幹技能者 【道路標識】①の要件
【路面標示】②の要件

①次のア～ウのいずれかの条件・資格・表彰実績を有すること
ア．次の１～３の講習をすべて修了していること

１．玉掛け技能講習受講 ２．小型移動式クレーン運転講習 ３．高所作業車運転技能講習
イ．土木施工管理技士（１級若しくは２級）
ウ．優秀施工者国土交通大臣（建設）顕彰者

②次のア、のいずれかの資格・表彰実績を有すること
ア 「路面標示施工技能士」（厚生労働省）ア．「路面標示施工技能士」（厚生労働省）
イ．優秀施工者国土交通大臣（建設）顕彰者

資格取得後，直ちに主任技術者になれる資格

登録基幹技能者となっても，保有する資格によって，主任技術者になれない者があるもの（実務経験１０年を除く）

登録基幹技能者となっても、主任技術者となれないもの（実務経験１０年を除く）

登録基幹技能者となることにより、直ちに主任技術者となれるもの（実務経験１０年を除く） 31
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業種区分と技術者資格(詳細版)土ほ
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注1)監理技術者となれる資格は、一級の技術検定、一級建築士、技術士のみである。
注2)「+1年」等は 当該資格に加えて必要な実務経験年数を表す 国土交通省調べ

凡例
技術検定 建築士等 技術士 技能士
土木施工管理技士 建築施工管理技士 一 一級建築士

二 二級建築士
木 木造建築士
設 建築設備士

農業土木等 農業[農業土木]、森林[森林
土木]、水産[水産土木]

衛生 水質:水質管理、廃:廃棄物管理
建設 鋼:鋼構造及びコンクリート

機械 熱:熱工学、流体:流体工学
森林 林:林業、森土:農業土木
上下水道 上:上水道及び工業用水道

鉄筋 施工図:鉄筋施工図作成作業
組立て:鉄筋組立て作業

※複数業種の資格要件は、ブロック建
築、コンクリート積みブロック、建築板
金のみ

土 土木
薬 薬液注入
塗 鋼構造物塗装

建 建築
躯 躯体
仕 仕上げ

※1級には、種別がない ※対応する総合技術監理部門も資格要件

注2)「+1年」等は、当該資格に加えて必要な実務経験年数を表す。
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論点③（参考） 適正な雇用環境の確保

建設業における社会保険加入状況に いて

○ 建設業における社会保険未加入対策については、５年後を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単
位では製造業相当の加入状況を目指すこととしている。

建設業における社会保険加入状況について

○ 今後５年間の取り組みについては、初期を「周知啓発重点期間」、中期を「加入指導重点期間」、終期を「保険加入者優先
期間」と位置づけている。

○ 現状では、企業別では３保険に加入している割合が８４％である一方、労働者別では元請７８％、一次５５％、２次４４％、３
次下請以下４４％ （Ｈ２３公共工事労務費調査）次下請以下４４％。（Ｈ２３公共工事労務費調査）

○ 社会保険未加入対策を進めるうえで、法定福利費の確保に向けた取組とあわせ、以下の取組を行っている。

①経営事項審査における減点幅の大幅拡大

②建設業許可 更新時における保険加入状況を示す書類の追加②建設業許可・更新時における保険加入状況を示す書類の追加

③保険加入状況に関する営業所及び工事現場への立入検査

④「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に基づく、元請による下請指導の開始

4 476 119元請

３保険加入 ３保険いずれか加入 非加入

元請・下請次数別 企業の社会保険加入状況

3,549 

12,554 

4,476 

808 

1,583 

119 

511 

678 

48 

2次下請

1次下請

元請

請
・
下

請
次

数

出所：国土交通省

公共事業労務費調査

404 
116 

89 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 

3次下請元
請 （平成２３年１０月）
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１．建設産業の現状及び課題について建設産業 現状及 課題

２．担い手確保・育成検討会におけるこれ２．担い手確保 育成検討会における れ
までの議論

３．専門工事業者等評価制度に係る論点

４．専門工事業者等評価制度ＷＴの今後
の進め方（案）の進め方（案）
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専門工事業者等評価制度ＷＴの今後の進め方（案）

第１回ＷＴ（１月３１日）

・ＷＴにおける意見・検討結果等について議論・意見聴取

第３回担い手確保・育成検討会（２月２０日予定）報告ＷＴにおける議題について

各委員より意見聴取し、ＷＴにお
ける検討結果とともに報告

検討会における意見を

報告

第２回ＷＴ（３月上旬頃予定）
検討会における意見を

フィードバック

第４回担い手確保・育成検討会（３月２５日予定）報告

・ＷＴにおける検討結果を受け、担い手確保・育成検討会として大きな
方向性を提示

第４回担い手確保・育成検討会（３月２５日予定）報告

ＷＴにおける検討結果を報告

平成２５年度以降

・担い手確保・育成検討会における中間とりまとめに基づき、実態調査・シミュレーションを行い、本評価制度の内容について再度検討し、詳細設計
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